
（中賃審・26年度地域別最賃改定の目安を答
申）Ａ～Ｄランクで13円～19円の引上げ／（労
災保険の給付基礎日額を改正）最低保障額を
3930円から3920円に引き下げる／（能力開発
のあり方に関し中間まとめ）業界団体が主体
となり新たな能力評価制度構築を／ほか
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労働調査会発行

＊＊本誌ご購読の皆様へ＊＊

ビジネスセミナー「労働塾」のご案内http://rouki.chosakai.ne.jp/
バックナンバーが閲覧できます!!

9/1

労務相談室
〔介護休業の申し出を会社は断れない〕介護の事実確認したい ──── 48
〔メンタル疾患で私傷病休職満了直前〕労災申請したいと言ってきた ─ 50
〔在籍する労働者が70歳到達の場合に〕必要となる手続きは ───── 52
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休業・休職

社 会 保 険

弁護士・荻谷聡史
弁護士・山口毅
特定社労士・飯野正明
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──────────── 30●企業税務講座

所得拡大促進税制の要件が
緩やかに

第45回　雇用・所得促進税制の改正

（弁護士・橋森正樹）

●知っておくべき職場のルール37「身元保証
人」（編集部） ─ 37●連載　労働スクランブ
ル○191（労働評論家・飯田康夫） ─ 40●労務資
料　平成25年「労働組合活動等に関する実態
調査」結果 ─ 42●わたしの監督雑感　岡山・
倉敷労働基準監督署次長　菰原佳枝 ─ 54●
編集室 ─ 56

No.1829

労働紛争が顕在化し、裁判沙汰となれば、その解決には、莫大な時間的・金銭的・精神的なコストがかかる。企業イメージの
悪化により、経営が立ち行かなくなることさえある。そこで、先人たちが法廷で導き出した１つの結論＝「裁判例」の数々から、
労働紛争の未然防止のためのノウハウを学ぶことをオススメしたい。今回は、「労働契約の成否」というテーマで２つの裁判
例を紹介し、労働紛争の未然防止のためになすべきことをみていく。

（弁護士・井澤慎次〔野田信彦法律事務所〕）

学校法人村上学園事件（東京地裁　平成24年７月25日判決）
末棟工務店事件（大阪地裁　平成24年９月28日判決）

裁判例は労働紛争の未然防止に
資する労使共通の知的財産

裁判例から学ぶ予防法務〈第１回〉────── ６新企画
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ブラック企業には監督指導や
司法処分がなされるリスクが

（弁護士・森井利和＆特定社会保険労務士・森井博子）

〈第１回〉ブラック企業①

●弁護士＆元監督官がズバリ解決！
　～労働問題の「今」～

新
企
画

労働問題の「今」について、弁護士の森井利和氏と
元労働基準監督官で特定社会保険労務士の森井博子
氏に、対話形式で解説してもらう新企画。初回は、
今、社会問題にもなっている「ブラック企業」につ
いて取り上げる。ブラック企業と見られないために
は、長時間労働、賃金不払残業、さらにはパワハラ
がないかどうかを会社全体で点検することから始め
る必要がある。

───────── 28
●企業事例連載　「ポジティブ・オフ」で
　企業価値の向上を⑭
休暇支援により、
社員の多様な視点を養う

（国土交通省 観光庁）
～富士ゼロックス株式会社～


